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平成２９年度主な取組と成果及び課題
平成３０年度主な取組予定について

平成２９年度第１回柏市保健衛⽣審議会⺟⼦保健専⾨分科会資料
（平成３０年１⽉３０⽇）

柏市保健所 地域健康づくり課

資料 
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切れ⽬のない⽀援体制の整備に向けて

産前        産後   新⽣児   乳児   幼児 

保健師等全数面談   
母子健康手帳 交付
•産後   予防 早期対応

新生児訪問 全数実施
•新生児 虐待予防

新生児期 効果的 支援
 育児相談機能 整理 強化
 地域  見守 支援
 専門的 相談支援

地域 多機関連携

 切 目   支援 実現
  支援     安心感
  各相談先       話     良  
 早期支援 実現
  望   妊娠  対応支援
  育     抱  子育 家庭  支援
  虐待防止 強化

妊娠期 効果的 支援
 保健医療 役割分担
          群 対 
  支援 確立
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平成２９年度の主な取り組み
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⇒・駅前⾏政サービスセンターや出張所を含め，市内１４ヶ所で実施している⺟⼦
  健康⼿帳の交付を⼦育て世代包括⽀援センターに集約。
 ・要⽀援者に対するオーダーメイドプランの⽀援プランの作成。
 ・全ての妊婦を把握し，包括的・継続的な⽀援を提供。
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 ⇒妊娠・出産や⼦育てに関する相談専⽤ダイヤル「にこにこダイヤルかしわ」
 ⇒助産師等によるハイリスク妊婦，産婦の訪問「妊娠⼦育てサポート事業」
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⇒従来の⺟親学級の⾒直しを⾏い，ハイリスクグループ⽀援として試⾏的な開催
⇒８か⽉児相談事業の試⾏的な開催
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⇒新⽣児・産婦訪問の対象を全数に拡⼤
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１．保健師・助産師等の専⾨職による
  妊婦の全数⾯談【新】

妊娠期から⼦育て期の⺟⼦保健や育児に関するさまざまな悩み，相談⽀援など
妊娠期から⼦育て期にわたる切れ⽬のない⽀援を実施するワンストップ拠点

平成  年 月 児童福祉法改正
 児童虐待 発生予防  自立支援   一連 対策     強化 

1.児童福祉法 理念 明確化
2.児童虐待 発生予防
3.児童虐待発生時 迅速 的確 対応

•平成２９年４⽉に２箇所設置（ウェルネス柏・沼南⽀所）
•平成２９年１０⽉柏駅前拠点設置

妊娠期   切 目  支援
支援 要  妊婦 情報提供
母子保健施策 発生予防 早期発見 
資     明確化

■柏市妊娠⼦育て相談センター（⼦育て世代包括⽀援センター）の開設
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柏駅前に開所したことの効果

産婦⼈科受診の前後や出勤途上に，⽴ち寄りやすい
若い世代や，予期せぬ妊娠に悩むかたやその家族も気軽に訪れている

■柏市妊娠⼦育て相談センター（柏駅前）の様⼦
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■平成２９年１０⽉より，保健師・助産師等の専⾨職による
 妊婦の全数⾯談を開始

＊⾯談の実施機会
 ・妊娠届出時
 ・転⼊時の⺟⼦保健サービスの案内時

＊申請書類の改訂
 ・「妊娠届出書」，
 ・「転⼊者⽤ 妊婦⼀般健康診査受診票等 交付申請書」

＊⼦育て応援ケアプランの作成
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⾯談内容①
   妊娠届出書 記入         保健師等専門職   面談 行 

��
89：健康や養育リスクを確認
��:�：遅い届出は，予期せぬ妊娠，
流産の不安等の背景あり，丁寧に確認
;<=>?：低出⽣体重児や早産，先天
異常のリスクが⾼く，助⾔が必要
@�AB：⾼齢や多胎など妊娠合併症の
リスク要因であり，治療の末の妊娠のつら
さ，不安の傾聴も必要
CDEFG.)HIHD：特に精神疾患
の場合は，医療機関と連携の⽀援が必要と
なるケースもある
JKL
MN：⾔葉が通じず，不安も⾼
く知識不⾜の危険もあるため，必要に応じ
て，外国語版⺟⼦健康⼿帳を交付
OPQR=STU：必要に応じ，福祉サ
ービスへつなげる
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⾯談内容②
   母子健康手帳    説明     子育          説明  

妊娠から⼦育てま
で利⽤できる貴重な
記録であることを伝
える
妊婦健康診査や新
⽣児訪問等も説明

妊婦やそのご家
族にとって必要な
⽀援は何か，共に
考えて作成する

こころの健康チ
ェックも実施（産
前産後の精神不調
の確認）
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⾯談内容③
   子育       内容  渡   

■その他，以下も合わせて交付する■
 ・妊婦健康診査，乳児⼀般健康診査の受診票
 ・⺟⼦健康⼿帳パック（各種リーフレット⼀式）
 ・チーパス（千葉県⼦育て家庭優待カード）
 ・マップルプル（地域別⼦育て⽀援情報ちらし）
 ・かしわこそだてハンドブック

地域担当保健師名を⼊れた名刺も
お渡ししています
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■⽀援を要する妊産婦および家庭の早期の把握

 ＊⺟⼦健康⼿帳の説明
  ⽀援内容の説明
  主体的な⼿帳の活⽤を提案

＊⼦育てケアプランの説明
  「⾃分たちに必要な⽀援は何か」考えてもらう

＊こころの健康チェック
  精神障害のハイリスク妊婦を抽出するために

   包括的質問（２項⽬質問法・GAD－２質問）にて
   リスクを有するのか，スクリーニングを実施する

妊娠届出時における対応
目標  妊娠中 健康管理    
目標  出産 準備    
目標  相談先 知       
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■⽀援を要する妊産婦および家庭の早期の把握

特定妊婦，ハイリスク妊婦等のチェック

区分 該当事項

特定妊婦
 若年妊婦 届出時  歳代       知的 問題   精神疾患 既往歴含    妊娠  週以
降 届出     飛 込 出産 墜落分娩 助産指導   自宅分娩  低所得者 生活保護世帯
 配偶者 本人 無職         

     
妊婦

 高齢初産 届出時  歳以上   不妊治療   妊娠   歳以上 初産婦  多産婦 分娩経
験 回以上    多胎  身体疾患   医療管理          上 子 発達 疾病 支
援中   母子家庭      両親 同居 入籍予定   場合 除   外国人 医療保険加入
 日本語 理解 良 場合 除      他 望   妊娠 子 父 不明 子連 再婚 届出書
 字体 空欄 目立  不衛生等 

  他

 連 子   再婚  近親者 支援     虐待歴 被虐待歴     育児 対       
高   望   妊娠 出産 中絶 繰 返      夫婦不和 配偶者   暴力        
  子    関心 異常 高         薬物依存症 現在   過去     衣服等 
不衛生   

 妊娠届出 新生児訪問等   把握 他自治体 医療機関等 関係機関   連
絡 本人   相談   早期支援       
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２．妊娠・出産包括⽀援事業【新】
■妊娠・出産や⼦育てに関する相談専⽤ダイヤル

「にこにこダイヤルかしわ」を⼦育て応援ケアプランの⼀つに位置づけ，相談
体制の強化

相談したいと思ったときに，ち
ょっと気になること，いますぐ
確認しておきたいこと等を気軽
に相談できる。
これまで，⼦育てに関する相談
が主だったが，妊娠・出産に関
する相談も増加してきている。
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妊娠期及び産後直後の⽀援を要する⽅への個別⽀援の強化として，保健師や
助産師等による，電話や訪問等の⽀援を⾏う

＊対象者
•妊娠・出産・育児に不安を抱えている，⾝近な相談相⼿がいないかた
•柏市ハイリスク妊婦（特定妊婦含む）基準に該当するかた
•地域の保健，医療，福祉，教育機関等の情報から⽀援が必要なかた

＊⽅法
•保健師，助産師による電話・訪問等による相談⽀援

 
 

■「妊娠・⼦育てサポート事業」の新規開始
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３．妊娠期及び⼦育て期の⽀援体制の⾒直し
■妊娠期の効果的な⽀援
 ⺟親学級の⾒直しを実施し，保健医療の役割分担
 ⇒ハイリスクグループ群に向けた交流⽀援のトライアル事業を実施

■乳児期の効果的な⽀援
 「⺟と⼦のつどい」・「離乳⾷教室」等の⾒直しを実施し，育児相談機能

の整理と強化（専⾨的な相談⽀援の整備）及び柏市⺠健康づくり推進員（
地域での⾒守り⽀援）との役割分担

 ⇒８ヶ⽉児を対象とした育児相談トライアル事業を実施
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４．新⽣児・産婦訪問指導の拡充

■新⽣児訪問を全数対象に拡⼤
 平成２８年度に新⽣児訪問の対象者を第１⼦の新⽣児と産婦のいる家庭と

し，平成２９年度は，第２⼦以降の新⽣児と産婦のいる家庭も含めて，対
象を全数へ拡⼤した。

《指標推移からみる成果》
・新⽣児訪問の実施率増加
・乳児家庭全⼾訪問事業での⾯談率の増加
 ⇒早期アセスメント，早期⽀援のさらなる強化
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平成３０年度の主な取り組み予定
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⇒駅前の拡充

(妊娠期における沐浴指導，⼦育て期における授乳⽀援，⾝⻑体重測定等の相談対応，
  ハイリスクグループ群を対象とした交流⽀援を予定）
⇒⺟⼦保健コーナー（柏市役所内）を，妊娠⼦育て相談センターとして位置づけ
 （転⼊⼿続き時の⺟⼦保健相談ニーズへの対応，こども部関係課との連携⽀援の強化）
⇒⼦育て応援プランの拡充（個別ニーズに応じたハイリスク⽀援プランの作成）
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⇒従来の⺟親学級の⾒直しを⾏い，ハイリスクグループ⽀援を開始
⇒８か⽉児育児相談事業の実施
 （妊娠期，乳児期における相談⽀援，孤⽴感の解消を強化）
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⇒パンフレットの作成・活⽤による妊婦⾯談時の啓発を実施。


